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⽂化・エンターテインメント関連事業者の事業継続を促すとともに、地域経済への波及効果を
図るため、⼀定規模以上で開催される集客を伴う⽂化・エンターテインメントイベントへの実施助
成⾦事業を開始します。 

彩りあふれるさらなる賑わいの創出に向けて、イベント主催者の皆様に本助成制度を積極的に
ご活⽤いただけるよう、ご協⼒をお願いいたします。 

記 

〇⽂化・エンターテインメントイベント実施助成⾦事業 
助成額︓助成対象経費の２分の１（上限100 万円） 
募集期間︓令和４年６⽉30 ⽇〜令和４年12 ⽉15 ⽇※ 
イベント実施期間︓令和４年７⽉10 ⽇〜令和５年１⽉15 ⽇ 
※募集期間内であっても、予算の上限に達した場合は受付を早期に終了します。

News Release 

⽂化・エンターテインメントイベント実施経費を助成します 

＜問い合わせ先＞ 
⽂化・エンターテインメントイベント実施助成⾦事業 
経済観光⽂化局 国際経済・コンテンツ部 
コンテンツ振興課 宮﨑 
電話︓092-711-4332（内線2590） 



⽂化・エンターテインメントイベント
実施助成事業の開始について

１．事業概要
⽂化・エンターテインメント関連事業者の事業継続を促すとともに、地域経済への波及効果を図るため、

⼀定規模以上で実施される、集客を伴う⽂化・エンターテインメントイベントへの実施助成⾦事業を開始
するもの。

下記以外の条件

２．助成対象事業

５．助成対象期間・募集期間

＜問合せ先＞
⽂化・エンターテインメントイベント実施助成⾦受付事務局
E-mail︓bunka_entame@travel.nnr.co.jp TEL︓092-525-2216（受付時間︓平⽇10時〜17時）

４．助成対象経費

【イベントの実施期間】
令和４年７⽉10⽇〜令和５年１⽉15⽇

【募集期間】
令和４年６⽉30⽇〜令和４年12⽉15⽇※

※募集期間内であっても、予算の上限に達した場合は受付を早期に終了します。

３．助成額、助成率
・助成対象経費の２分の１（上限100万円）。
・なお、緊急事態宣⾔の発出など、主催者の責めに帰さない事情によりイベントを中⽌する
場合は、助成対象経費にかかるキャンセル料の⼀部を助成する。

① 市内で実施される集客を伴う⽂化・エンターテインメントイベント（ハイブリッドイベントを含む）
で、オンライン配信等に要する経費を含まない集客部分の実施経費が概ね250万円以上、もしくはオン
ライン参加者やウェブ閲覧者を含まないイベント会場での実際の集客⼈数が概ね500⼈以上の事業。

② 実施によって、対象事業に関わる地場企業への経済効果や、来場客等の宿泊・飲⾷の消費等による
地域経済への波及効果が⾒込まれる事業。

③ 感染症の拡⼤防⽌に関する国や県及び市の⽅針・要請等に従うとともに、業種別ガイドラインや福岡
市が公表している安⼼安全に配慮したイベントマニュアル等に沿って必要な感染症対策が⾏われる事業。

６．⼿続きの流れ
・電⼦メールまたは郵送にて申請書類をご提出ください。 ※提出先は募集要項に記載
・募集要項や申請様式については、市ホームページからダウンロードできます。

募集開始 申請書提出 事業実施助成決定 報告書提出 助成⾦⽀給

※下記以外の条件あり

①地域経済の活性化に資する経費
地場企業等に発注される経費のうち、助成⾦の交付が適当と認め
られるもの（⾷料費や施設利⽤料は除く）

②衛⽣対策⼈件費 感染症対策に従事する労働者の雇⽤に関する経費
③衛⽣備品関連費 感染症対策に必要な備品に関する経費（リースを含む）
④衛⽣関連消耗品費 感染症対策に必要な衛⽣関連消耗品に関する経費
⑤その他の感染症対策経費 上記②〜④のほか、感染症対策のため特に必要と認める経費


